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新型コロナウイルス感染症に係る感染再拡大の抑制に向けた 
今後の対策について 

 
 

 
平素より新型コロナウイルス感染症の拡大防止に御協力いただき、ありがとうございま

す。 
今般、７月８日に開催された第 49 回京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議にお

いて、感染再拡大の抑制に向けた今後の対策について、下記のとおり、要請及び働きかけを
行うことといたしました。 
つきましては、貴団体会員企業・事業所の皆様に対して、要請及び働きかけの内容等を周

知いただきますようお願いいたします。 
 

記 
 

 
１．府民・事業者の皆さまへの要請 ※詳細は京都府ホームページで確認願います。 

【特措法第 24条第９項による要請】 
 （１）往来の自粛（府内全域） 

▶ 不要不急の帰省や旅行などの都道府県間をまたぐ往来を控える 
※特に、不要不急の往来を極力控える地域 
 ・緊急事態措置や、まん延防止等重点措置が実施されている地域 
 ・感染拡大傾向の地域 

 
（２）飲食店等への営業時間短縮の要請（府内全域、７月 26日以降は京都市域のみ） 

期間 
京都市：令和３年７月 12日（月）０時から８月１日（日）24時まで 

京都市以外の地域：令和３年７月 12日（月）０時から 7月 25日（日）24時まで 

 

施設の種類 内 訳 要請内容 

飲食店 

※１ 

飲食店（居酒屋を含む）、 

喫茶店等（宅配・テークアウトサービ

スを除く） 

▶営業時間短縮 

（5時～21時）を要請 

ただし、酒類の提供は 

11時～20時 30分 

（酒類提供の「一定の要件」を満た

した場合に限る） 

遊興施設 

※２ 

接客を伴う飲食店等で、食品衛生法の

飲食店営業許可等を受けている店舗 

※１ カラオケ喫茶・スナック（カラオケボックス除く）については、営業時間短縮要請の期間中、

カラオケ設備の使用を自粛していること 

※２ インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込ま

れる施設は、酒類の提供時間短縮のみ要請 

 

協力金の支給 

（店舗への支給額） 

１店舗あたり、時短要請に応じた 1日あたり（定休日等の店休日除く） 

事業規模（売上高）に応じて、 

２．５万円～７．５万円 

※詳細は府のホームページで確認してください 

※「別紙＜参考＞」を参照のこと 



＜営業にあたっての遵守事項＞  

・従業員に対する検査を受けることの勧奨 

・入場をする者の整理等 

・感染防止措置を実施しない者の入場禁止（入場済みの方の退場を含む） 

・手指消毒設備の設置と消毒、施設の換気 

・マスクの着用その他の感染防止に関する措置の入場者に対する周知 

・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等、飛沫感染防止対策の実施 

・カラオケ設備の使用を自粛 

・ＣＯ２センサーの設置 

・業種別ガイドラインの遵守 

 
＜酒類提供を行うために満たすべき「一定の要件」＞  

①アクリル板等の設置（座席の間隔の確保） 

②手指消毒の徹底 

③食事中以外のマスク着用の推奨 

④換気の徹底 

⑤同一グループの入店は、原則４人以内 

 
（３）催物（イベント等）の開催（府内全域） 

主催者等に対し、以下の要件に沿った開催を要請 

地域 府内全域 

期間 令和３年７月 12日（月）０時から８月 11日（水）24時まで 

要請内容 

①人数上限 ②開催時間短縮 

5,000人又は収容定員 50％※以内 

（10,000人以内）のいずれか大きい方 

※大声での歓声等なし：100％ 

＜特措法によらない働きかけ＞ 

21時まで 

 

③ 

事前協議 

全国的な移動を伴うイベント、参加者が 1,000人を超えるイベント、やむを得

ず開催時間の繰り下げが必要な場合などは、事前に京都府相談窓口へメール等

で相談 

 
（４）飲食店以外の施設への営業時間短縮の働きかけ（京都市域） 

   施設規模に関わらず特措法によらない働きかけ 

地域 京都市域 

期間 令和３年７月 12日（月）０時から８月１日（日）24時まで 

対象 商業施設等、イベント関連施設 

 
①商業施設等 

施設の種類 内 訳 内 容 

①商業施設 
大規模小売店、百貨店、ショッピン

グセンター、スーパー 等 ・営業時間短縮 

５時から 21時まで 

 

（生活必需物資の小売関係及

び生活必需サービスを営む店

舗を除く） 

②遊技施設 
マージャン店、パチンコ店、ゲーム

センター 等 

③遊興施設 ※ 
個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券

発売所 等 

④サービス業を営む

施設 

スーパー銭湯、ネイルサロン、エス

テサロン、リラクゼーション 等 

※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗は、飲食店等の   
取扱いによる特措法第 24条第 9項による要請の対象（上記１（２）の表の「施設の種
類」欄の「遊興施設」を参照） 



②イベント関連施設 

施設の種類 内 訳 内 容 

①劇場・ 

映画館 

劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラ

ネタリウム 等 

・営業時間短縮  

  21時まで 

 

・イベント開催の人数 

  上限等要件の遵守 

 

人数上限 5,000 人又は収容定員 50%※

以内（10,000人以内）のいずれか大き

い方 

 

※大声での歓声等なし ： 100% 

②集会・ 

展示施設 

集会場、公会堂、展示場、貸会議室、

文化会館、多目的ホール 

③ホテル・ 

旅館 

ホテル・旅館（集会の用に供する部分

に限る） 

④運動施設 

・遊技施設 

体育館、スケート場、水泳場、屋内テ

ニス場、柔剣道場、ボウリング場、ス

ポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジ

オ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、

屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッテ

ィング練習場、テーマパーク、遊園地 

等 

⑤博物館等 博物館、美術館 等 

⑥結婚式場 結婚式場 

・施設内等における飲食店等の取扱いは、飲食店等に対する営業時間短縮の要請内容
及び酒類提供を行うために飲食店が満たすべき「一定の要件」（上記１（２）＜酒類
提供を行うために満たすべき「一定の要件」＞を参照）の要請（特措法第 24条第 9項）
に準じる 
・営業に際しては、業種別ガイドラインの遵守や、感染防止のための入場者の整理・

誘導、発熱等の症状を呈している者の入場禁止を徹底 
 
（５）職場への出勤 

   特措法によらない働きかけ 
    ▶ 出勤者数の７割削減をめざし、テレワークを一層推進してください 
    ▶ 出勤する場合は人との接触を低減してください 
  ・ローテーション勤務 
  ・時差出勤や自転車通勤 など 
    ▶ 困難な場合は、職場での密を避けてください 
  ・週休の分散化、休暇取得 など 

 
 

２．府民の皆さまへのお願い ～感染再拡大を抑制するために～ 

（１）夏季にむけた感染防止対策 
【感染リスクの回避】 
▶ 都道府県をまたぐ往来に加え、府域内の往来についても、慎重に行動してくださ
い！ 

   【屋外でも人が密集する場所では特に注意】 
▶ 海水浴、屋外プール、お祭り、キャンプなど屋外でも感染防止対策を徹底してく
ださい！ 

  【事業者等の皆さまへ】 
▶ バーゲンセール等の催し物開催に関する広報を控え、人の密集が生じないように
十分留意してください！ 

 
 （２）安心して飲食を行うための感染防止対策 

▶ 飲食時の「きょうとマナー」の徹底 
（飲食をされる皆さまへ） 
 ・家族等でも１テーブル４人まで 
 ・発熱等の症状など、体調不良の時は利用を控える 
 ・営業時間短縮を要請している地域において、営業時間以降みだりに出入りしない 



＜参考＞ 
１ 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の概要 

１ 要請期間 
７月 12日（月）～８月１日（日） 

【21日間】 
７月 12日（月）～７月 25日（日） 

【14日間】 

２ 対象地域 京都市内 京都市以外の地域 

３ 要請内容 

・午前５時～午後９時までの間の営業を要請 
・酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前 11時から午後８時 30分まで 

【酒類提供要件】 
①アクリル板等の設置（座席の間隔の確保）、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマス
ク着用の推奨、④換気の徹底、⑤同一グループの入店は、原則 4人以内とすること 

４ 対象施設 

飲食店・喫茶店等（宅配・テイクアウトサービスは除く）、遊興施設（※)（接待を伴う
飲食店等）で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗 
※ インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる

施設は時短要請の対象外。（なお、酒類提供の時間短縮要請は対象。） 

５ 支給額 

事業規模（売上高等）に応じた支給額 
※ 以下の【新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給額】参照 

※ 定休日等の店休日を除き、時短要請に協力した日数に応じて支給 

６ 支給要件 

次のいずれにも該当する事業主（大企業も対象となります。） 

・時短要請を行った令和３年７月８日(木)以前に午後９時から午前５時までの時間帯で
営業を行っている「４ 対象施設」を運営する企業・団体及び個人事業主であること 

・対象施設に関して、必要な許認可（※）等を取得している者であること 
※ 食品衛生法における飲食営業許可 など 

・「１ 要請期間」のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続
して時短要請に応じた者であること 

・新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は
業種別ガイドライン等を遵守していること 

・酒類提供要件に係るチェックリストを作成し、府による確認を受けていること（※） 
※ ６月 21 日から７月 11 日までの要請期間中にチェックリストを作成し、すでに府

による確認を受けている場合は、再度の確認は不要です。なお、７月 11日までに
府による確認を受けていない場合は、チェックリストを作成し、飲食店酒類提供
支援事務局にご連絡願います。 
＜チェックリストダウンロード先＞ 
https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/documents/030621checklist.pdf 
＜飲食店酒類提供支援事務局＞ 
ＴＥＬ:０７５－２８４－０１４３ 
（７月９・10・11日：午前９時から午後５時まで対応、 
７月 12日～     ：対応日時は、おって京都府ＨＰでお知らせ） 

７ 申請受付 要請期間終了後に受付予定 

 

【新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の支給額】 

 令和２年又は令和元年の７月の１日当たりの売上高 

～8.3333万円 8.3333万円～25万円 25万円～ 

 

 

支

給

額 

売上高方式 

（中小企業） 
2.5万円/日 

2.5万円～7.5万円/日 

（1日の売上高の３割） 
7.5万円/日 

売上高減少額方式 

（大企業、希望する中小

企業） 

令和２年 or令和元年の７月の１日当たりの売上高減少額×0.4/日 

又は 

令和２年 or令和元年の７月の１日当たりの売上高×0.3/日 

のいずれか低い金額 

（上限 20万円/日） 

 

２ 問合せ先 

協力金コールセンター 

電話番号 ０７５－３６５－７７８０（月～土 9:30～17:30）※日・祝日は休み 


